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平成27年第１回玉城町議会定例会会議録（第４号） 

 

招集年月日  平成27年３月10日（水） 

招集の場所  玉城町議会本会議場 

開   議  平成27年３月20日（金）（午前９時00分） 

出席議員  １番 中西 友子   ２番 北   守   ３番 坪井 信義 

４番 北川 雅紀   ５番 中瀬 信之   ６番 山口 和宏 

７番 奥川 直人   ８番 山本 静一   ９番 前川 隆夫  

10番 川西 元行   11番 風口  尚   12番 小林  豊   

  13番 小林 一則              

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職・氏名 

町 長 辻村 修一  副 町 長 小林 一雄  教 育 長 山口 典郎  

会計管理者 前田 浩三  総務課長 林  裕紀  税務住民課長 北岡  明 

生活福祉課長 中村 元紀  上下水道課長 東  博明  産業振興課長 田間 宏紀

建設課長 中西  豊  教育事務局長 中西  元  病院老健事務局長 田村  優

農業委員会事務局長兼農業振興室長 中世古憲司  総務課長補佐 見並 智俊  教育委員長 上村 直義 

監査委員 中村  功    

職務のため出席した者の職・氏名 

議会事務局長 田畑 良和   同 書 記 宮本 尚美  同 書 記 藤井 亮太 

 

日   程   

第１ 会議録署名議員の指名  

第２ 議案第 ２号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について 

（討論・採決） 

第３ 議案第 ３号 教育長の勤務時間等に関する条例の制定について（討論・採決） 

第４ 議案第 ４号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の 

施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について（討論・採決） 

第５ 議案第 ５号 玉城町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める 

条例の制定について（討論・採決） 

第６ 議案第 ６号 玉城町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予 

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の制定について（討論・採決） 

第７ 議案第 ７号 玉城町行政組織条例の一部改正について（討論・採決） 

第８ 議案第 ８号 組織変更等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

（討論・採決） 
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第９ 議案第 ９号 町税条例の一部改正について（討論・採決） 

第 10 議案第 10号 玉城町保育所の設置及び管理に関する条例等の一部改正について（討

論・採決） 

第11 議案第11号 玉城町介護保険条例の一部改正について（討論・採決） 

第 12 議案第 12号 玉城町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正について（討論・採決） 

第 13 議案第 13号 玉城町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について（討

論・採決） 

第 14 議案第 14 号 玉城町訪問看護事業の設置等に関する条例の一部改正について（討

論・採決） 

第 15 議案第 15 号 玉城町訪問介護事業の設置等に関する条例の一部改正について（討

論・採決） 

第16 議案第16号 町道の認定及び変更について（討論・採決） 

第17 議案第17号 定住自立圏形成協定の変更について（討論・採決） 

第18 議案第18号 平成26年度玉城町一般会計補正予算（第７号）（討論・採決） 

第19 議案第19号 平成26年度玉城町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）（討論・

採決） 

第20 議案第20号 平成26年度玉城町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２

号）（討論・採決） 

第21 議案第21号 平成26年度玉城町山村振興事業特別会計補正予算（第１号）（討論・

採決） 

第22 議案第22号 平成26年度玉城町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）（討

論・採決） 

第23 議案第23号 平成26年度玉城町介護保険特別会計補正予算（第３号）（討論・採決） 

第24 議案第24号 平成26年度玉城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）（討論・

採決） 

第25 議案第25号 平成26年度玉城町病院事業会計補正予算（第３号）（討論・採決） 

第26 議案第26号 平成26年度玉城町水道事業会計補正予算（第３号）（討論・採決） 

第27 議案第27号 平成26年度玉城町介護老人保健施設事業会計補正予算（第３号）（討

論・採決） 

第28 議案第28号 平成26年度玉城町下水道事業会計補正予算（第３号）（討論・採決） 

第29 議案第29号 平成27年度玉城町一般会計予算（討論・採決） 

第30 議案第30号 平成27年度玉城町国民健康保険特別会計予算（討論・採決） 

第31 議案第31号 平成27年度玉城町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算（討論・採決） 
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第 32 議案第32号 平成27年度玉城町山村振興事業特別会計予算（討論・採決） 

第33 議案第33号 平成27年度玉城町農業集落排水事業特別会計予算（討論・採決） 

第34 議案第34号 平成27年度玉城町介護保険特別会計予算（討論・採決） 

第35 議案第35号 平成27年度玉城町後期高齢者医療特別会計予算（討論・採決） 

第36 議案第36号 平成27年度玉城町病院事業会計予算（討論・採決） 

第37 議案第37号 平成27年度玉城町水道事業会計予算（討論・採決） 

第38 議案第38号 平成27年度玉城町介護老人保健施設事業会計予算（討論・採決） 

第39 議案第39号 平成27年度玉城町下水道事業会計予算（討論・採決） 

第40 発議第 １号  玉城町議会委員会条例の一部改正について 

第41 発議第 ２号 閉会中の継続審査の申し出について 

 

開議の宣告                         

○議長（風口  尚）ただ今の出席議員数は13名で、定足数に達しております。 

よって、平成26年第１回玉城町議会定例会第４日目の会議を開会いたします。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

  

 会議録署名議員の指名 

○議長（風口  尚）日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において 

１番 中西 知子 さん     ２番 北   守 君  

の２名を指名いたします。 

 

議案の討論・採決 

○議長（風口  尚）始めに、７番 奥川直人君から、３月12日の会議における発言につ

いて、会議規則第64条の規定により、お手元に配付しました「発言取消申出書に記載し

た部分を取り消したい」との申し出がありました。 

ここで、奥川直人君に発言を求めます。 

○７番（奥川 直人）先ほど、議長からありましたように３月 12 日の本議会で、提出議

題に対する質疑、議案名は議案第39号 平成27年度玉城町下水道事業会計予算におい

て不適切な発言と自ら判断いたしまして、町村議会規則第 64 条の規定に基づき、発言

取消しの申請をいたします。 

  このことにつきましては原区にあるアスピア玉城の公共下水道が平成 27 年度に接続

されないということで、玉城町で現在進められております公共下水道と従来の合併浄化

槽が同等の処理能力で問題はないという副町長の発言がございました。このことに対し

まして皆さんご存知の福島原発の汚染水の安全評価規準とはという問題につきまして、
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本来の規準とはなんなのかという疑問を持ちまして、こういう発言をいたしました。公

共下水道と従来の合併浄化槽が同等の処理能力ではないということに対しまして、私が

「原子炉の汚染水といっしょや、あんなもの」とこのように発言をいたしました。取り

消したい内容につきましては、その言語含めまして、「そういうことになるわけさ」原

水の汚水といっしょやあんなもん、みなさん、そう思とる」この部分につきまして、不

適切ではないかと同僚の議員さんから助言をいただきまして、議会放送も確認いたしま

した結果、この事例が慎重性にかけ、不適切と自ら判断し取り消させていただきます。

宜しくお願いします。 

○議長（風口  尚）奥川 直人君の発言は終わりました。 

  お諮りします。 

  只今、発言がありましたように、これを許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  ご異議なしと認めます。 

  よって、奥川 直人君からの発言取消しの申し出を許可することに決しました。 

これより、議事に入ります。 

（「議長 休憩動議お願いします。」の声あり） 

（「賛成」の声あり） 

○議長（風口  尚）暫時休憩します。 

（午前９時05分 休憩） 

（午前９時07分 再会） 

○議長（風口  尚）再会いたします。奥川議員お願いします。 

○７番（奥川 直人）確かに行政の皆様に対して、また、町民の皆様が、このことを原発

の汚染といっしょやということについては行き過ぎた発言だとこのように思っています。 

そのことにつきましては、この場で誤りたいと思います。以上です。 

○議長（風口  尚）次に日程第２、議案第２号、教育長の職務に専念する義務の特例に

関する条例の制定について、ないし日程第 17 議案第 17 号 定住自立圏形成協定の変更に

ついてを一括議題といたします。 

只今、一括議題となりました各議案につきましては総務産業常任委員会及び、教育民生

常任委員会に付託され、審査が終了し、委員会審査報告書が提出されております。 

まず、総務産業常任委員長の報告を求めます。 

 総務産業常任委員会委員長 奥川直人君 

○総務産業常任委員会委員長（奥川 直人）議長より、総務産業常任委員会審査の報告を

求められましたので、只今、議案となっております各議案の審査結果をご報告いたしま

す。 

 

去る３月12日の本会議において、本委員会に付託されました議案第２号 教育長の職
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務に専念する義務の特例に関する条例の制定について、以下８件の審査を、３月13日、

午前９時から第１委員会室において、町長、副町長及び教育長、並びに関係職員の出席

のもと７名の委員により審査を行いました。詳細については、会議録をご高覧賜りたい

と思います。 

まず、議案第２号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について

につきましては、委員より「議案第２号から４号まで関連することであるが、国の法律

改正に基づき、この条例制定を行うにあたり、メリット、デメリットはあるか」の問い

に、町より「玉城町として大きな影響はない。行政と教育委員会が今以上に機密な連携

を図りながら、重要と掲げている教育について、より一層力をあわせて取組んで生きた

い」との回答でした。 

質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、挙手全員で、原案のとおり可決されました。 

 

次に、議案第３号 教育長の勤務時間等に関する条例の制定についてにつきましては、

質疑、討論はなく、採決の結果、挙手全員で、原案のとおり可決されました。 

 

次に、議案第４号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてにつきましては、質疑、討論

はなく、採決の結果、挙手全員で、原案のとおり可決されました。 

 

次に、議案第７号 玉城町行政組織条例の一部改正についてにつきましては、委員よ

り「今回、設置する、総合戦略課の担当する業務内容と職員体制について伺う」との問

いに、町より、「国の地方創生の動きに合わせ、玉城町版の総合戦略等の策定、また、基

本計画の立案、庁舎内部の調整、定住自立圏等の広域行政、そして、ＩＣＴの活用と将

来に向けての取り組みを考えている。職員数は２名ないし３名と考えている。」との回答

でした。 

質疑を終了し、討論はなく、挙手全員で原案のとおり可決しました。 

 

次に、議案第８号 組織変更等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

につきましては、質疑、討論はなく、採決の結果、挙手全員で、原案のとおり可決され

ました。 

 

次に、議案第９号 町税条例の一部改正について につきましては、質疑、討論はな

く、採決の結果、挙手全員で、原案のとおり可決されました。 

 

次に、議案第16号 町道の認定及び変更についてにつきましては、委員より「町道認

定をしながら、工事をしていない路線があるが、今回の路線も含め、町道認定の考え方
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についてお聞きする」との問いに、町より「今回、認定をお願いしている路線は、既に

舗装されている箇所を基本としている。家屋の立ち並び、通過交通量の増加等のため、

町道として管理していく必要性があると考える。 

また、未供用のまま年数が経過している路線・箇所については、今後の見直しにおけ

る廃止も有り得るが、狭いながらも通行のある路線については、町道として管理してい

くべきであると考える。」との回答でした。 

質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、「挙手全員」で、原案のとおり可決されまし

た。 

 

次に、議案第17号 定住自立圏形成協定の変更についてにつきましては、質疑、討論

はなく、採決の結果、「挙手全員」で、原案のとおり可決されました。 

以上、総務産業常任委員会に付託されました議案の審査結果報告といたします。 

○議長（風口  尚）以上で、総務産業常任委員長の報告は終わりました。 

委員長報告に対する質疑を行います。   

発言を許します。 

(「議事進行」の声あり) 

質疑なしと認めます。 

これをもって、委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

 

次に、教育民生常任委員長の報告を求めます。 

教育民生常任委員会委員長 坪井信義君 

○教育民生常任委員長委員長（坪井 信義）議長より、教育民生常任委員会審査の報告を

求められましたので、只今、議題となっております各議案の審査結果をご報告いたしま

す。 

去る３月12日の本会議において本委員会に付託されました、議案第５号 玉城町地域

包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について 以下８件

の審査を３月13日午後１時から、第１委員会室において、町長、副町長並びに教育長ま

た関係職員の出席のもと、出席委員により審査を行いました。 

その審査内容は、会議録をご高覧いただくこととし、各議案につきまして審査結果の

報告をいたします。 

 

まず、議案第５号 玉城町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める

条例の制定についてにつきましては、質疑、討論はなく、採決の結果、挙手全員で、原

案のとおり可決いたしました。 

 

次に、議案第６号 玉城町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予
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防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制

定についてにつきましては、質疑、討論はなく、採決の結果、挙手全員で、原案のとお

り可決いたしました。 

 

次に、議案第10号 玉城町保育所の設置及び管理に関する条例等の一部改正について

につきましては、質疑・討論はなく、採決の結果、挙手全員で、原案のとおり可決いた

しました。 

 

次に、議案第11号 玉城町介護保険条例の一部改正についてにつきましては、委員よ

り「今回の値上げによって払えない人は出てこないのか。国や県から、これ以上の補助

金があれば、値下げできるのか」の問いに、町より「２階層の方については、国で示さ

れた基準よりも、負担割合を減らす措置をとった。また、支払いが負担となる方につい

ては、今後、個別にご相談に応じ、きめ細かな対応をしていきたい。」との回答でした。 

また、「介護報酬が2.27％下げられたが、なぜ、介護保険料は全体的に高くなるのか」

の問いに町より「玉城町は、介護認定の認定者数が全国・県平均より低いが、施設が充

実しているため、利用しやすく、費用が多額となり、保険料が上がる原因だと分析して

いる」との回答でした。 

その他、質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、「挙手全員」で、原案のとおり可決

いたしました。 

 

次に、議案第12号 玉城町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正についてにつきましては、質疑、討論はなく、採決の

結果、「挙手全員」で、原案のとおり可決いたしました。 

 

次に、議案第13号 玉城町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部改正についてにつきましては、質疑、討論はなく、

採決の結果、挙手全員で、原案のとおり可決いたしました。 

 

次に、議案第14号 玉城町訪問看護事業の設置等に関する条例の一部改正についてに

つきましては、質疑、討論はなく、採決の結果、挙手全員で、原案のとおり可決いたし

ました。 

 

次に、議案第15号 玉城町訪問介護事業の設置等に関する条例の一部改正についてに

つきましては、質疑、討論はなく、採決の結果、挙手全員で、原案のとおり可決いたし

ました。 
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以上、教育民生常任委員会に付託されました議案の審査結果報告といたします。 

○議長（風口  尚）以上で、教育民生常任委員長の報告は終わりました。 

委員長報告に対する質疑を行います。   

発言を許します。 

(「議事進行」の声あり) 

質疑なしと認めます。 

これをもって、委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

これより、議案ごとに討論、採決を行います。 

 

それでは、議案第２号  教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定に

ついて、討論の通告書が提出されておりますので、これより討論を行います。 

１番 中西 友子さんの反対討論の発言を許します。 

１番 中西 友子さん 

○１番（中西 知子）議案第２号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制

定についてですが、議案第３号、議案第４号も関連しているので、一括して反対討論を

させていただきたいと思います。宜しいでしょうか。 

○議長（風口  尚）はい、どうぞ 

○１番（中西 知子）多くの教育関係者が大切にしてきた教育の政治的中立性は首長など

が属する政治的党派の政治的考え方によって、教育を左右してはいけないという意味で

大切な考え方です。多くのの教育長や教育委員は政治と教育は別のはずだ、自分達は子

ども達のためにという思いを持って仕事をしています。政治と教育の関係について、政

治が一番やるべきは、教育条件整備、絶対にやってはならないのは、教育内容への介入、

支配という座標軸をもっています。これは、民主主義社会での政治と教育の根本であり、

憲法の立場でもあります。法案には大きく分けて、二つの問題があります。その１つが

法案が導入した教育大綱の規定です。大綱はその自治体の教育学術及び文化の振興に関

する総合的な施策の大綱と規定され、制定は義務です。教育基本法上の自治体の教育振

興基本計画は任意なので、その点が大きく違います。大綱は国の教育振興基本計画の基

本的な方針を参酌として作るとされています。教育への国家的支配を一層強めるもので

す。しかも大綱の決定権限は首長です。本来なら教育の基本的方針は私学などを別にし

て、教育委員会が作るべきものです。首長と教育委員会との協議機関である総合教育会

議を設置し、そこで協議するとしていますが、教育委員会側が反対しても、首長が決定

できます。国は、教育委員会が反対の意志を明確にすれば大綱に拘束されないといいま

すが、実際は難しいことです。しかも法案は、教育委員、教育長の共通の服務として大

綱に則して、教育の行政の運営が行われるよう、意を用いていなければならないとされ

ています。大綱にはなんでも盛り込めるとしています。個々の人事や教科書採択は引続

き教育委員会の権限ですが、大綱に成果主義、賃金を導入する、愛国心教育を推進する
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と書かれれば教育委員会はその方向で人事や教科書採択をせまられるのは明らかです。 

こうして大綱は国の教育方針をもとに首長が教育の基本方針を決め、教育委員会をそ

れに従属させるものです。法案のもう一つの問題は新教育長です。新教育長は事務局の

トップである教育長と教育委員会の代表である教育委委員長を兼ねるポストで、教育委

委員長は廃止です。これにより教育委員会と教育長との力関係が、制度上入れ替わりま

す。 

 現行制度では、教育委員会は教育長を任命し問題を感じたら共鳴することもできます。

そして教育長が教育委員会の意志にそって仕事をしているかどうか。教育長は指揮監督

する権限もっています。ところが法案によって、こうした権限をすべて失います。 

  新教育長は教育委員会を主催し、代表するいうと教育委員長の役割を併せ持つ、文字

通りの教育委員会のワントップとなります。教育委員会は名実ともに新教育長の風下に

立つことになります。同時に新教育長の任期は３年と短くされ、首長が議会の同意を経

て任命するのですから、首長からの独立が著しく弱まります。大綱で教育方針を縛った

上で新教育長を通じても、教育委員会を支配していくのであれば、教育委員会の独立性

は大きく損なわれ、国と首長が教育内容を介入、支配していく道を開くことになります。 

  以上の理由をもって反対とします。 

○議長（風口  尚）以上で、通告者の討論は終わりました。 

これより、本案を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。 

  よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

○議長（風口  尚）次に、議案第３号 教育長の勤務時間等に関する条例の制定につい

て、採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。 

    よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第４号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、採決いたします。 

 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
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（挙手多数） 

  挙手多数であります。 

  よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第５号 玉城町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について、採決いたします 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

 次に、議案第６号 玉城町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

の制定について採決いたします 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第７号 玉城町行政組織条例の一部改正について、採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

 

 

   よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第８号 組織変更等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、

採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
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挙手全員であります。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第９号 町税条例の一部改正について、採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第10号 玉城町保育所の設置及び管理に関する条例等の一部改正について、

採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

   次に、議案第11号 玉城町介護保険条例の一部改正について、採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第 12 号 玉城町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正について、採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第 13 号 玉城町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援
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の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第14号 玉城町訪問看護事業の設置等に関する条例の一部改正について、

採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

 次に、議案第15号 玉城町訪問介護事業の設置等に関する条例の一部改正について、

採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第16号 町道の認定及び変更について、採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第17号 定住自立圏形成協定の変更について、採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 
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よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、日程第 18 議案第 18 号 平成 26 年度 玉城町一般会計補正予算（第７号）ない

し、日程 第28 議案第28号 平成26年度 玉城町下水道事業会計補正予算（第３号）を

一括議題といたします。 

只今、一括議題となりました各議案については予算決算常任委員会に付託され、審査

が終了し 委員会審査報告書が提出されております。 

これより、予算決算常任委員長の報告を求めます。 

予算決算常任委員会委員長  山本静一君 

○予算決算常任委員会委員長（山本 静一）議長より、予算決算常任委員会審査の報告を求

められましたので、只今、議題となっております各議案の審査結果をご報告いたします。 

去る３月12日の本会議において本委員会に付託されました、議案第18号 平成26年

度玉城町一般会計補正予算（第７号）ないし議案第28号 平成26年度 玉城町下水道事

業会計補正予算（第３号）11 件についての委員会審査を、３月 16 日、午前９時より、

第１委員会室において、町長・副町長並びに教育長また関係職員の出席と議長同席のも

と12名の委員により審査を行いました。 

その審査内容は、会議録をご高覧いただくこととし、各議案につきまして審査結果の報

告をいたします。 

 

まず、議案第18号につきましては、質疑、討論を終了し、採決の結果、挙手多数で、

原案のとおり可決いたしました。 

 

次に、議案第 19 号、20 号、につきましては、いずれも、質疑、討論はなく、採決の

結果、挙手全員で、原案のとおり可決いたしました。 

 

次に、議案第21号につきましては、質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、挙手全員

で、原案のとおり可決いたしました。 

 

次に、議案第22号・23号・24号・25号・26号につきましては、いずれも、質疑、討

論はなく、採決の結果、挙手全員で、原案のとおり可決いたしました。 

 

次に、議案第27号につきましては、質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、挙手全

員で、原案のとおり可決いたしました。 

 

次に、議案第28号につきましては、質疑、討論はなく、採決の結果、挙手全員で、原

案のとおり可決いたしました。 
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以上、予算決算常任委員会に付託されました議案の審査結果報告といたします。 

○議長（風口  尚）以上で、予算決算常任委員長の報告は終わりました。 

お諮りいたします。 

予算決算常任委員長の報告に対する質疑は省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、委員長の報告に対する質疑を省略いたします。 

これより、議案ごとに討論・採決を行います。 

まず、議案第 18 号 平成 26 年度玉城町一般会計補正予算（第７号）について、討論

の通告書が提出されておりますので、これより討論を行います。 

１番 中西友子さんの反対討論の発言を許します。１番 中西友子さん。 

○１番（中西 友子）議案第 18 号 平成 26 年度玉城町一般会計補正予算（第７号）につ

いて反対討論をします。 

主だったものは社会保障、税番号制度システム改修業務委託料、これは今回新規に上

がったものですが、税に掛かる分のサーバーシステムの改修業務と説明を受けました。  

今回、この税番号制度、通称マイナンバーには金融機関と病歴等も加えられ、税の徴収

の強化の懸念や社会保障給付の削減の手段とされかねないなどの危険性も含まれてい

ます。以上の理由を持って反対とします。 

○議長（風口  尚）以上で、通告者の討論は終わりました。 

これより、本案を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第 19 号 平成 26 年度玉城町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて、採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第 20 号 平成 26 年度 玉城町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算
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（第２号）について採決いたします 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第 21 号 平成 26 年度 玉城町山村振興事業特別会計補正予算（第１号）

について採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第22号 平成26年度玉城町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について、採決いたします 

  本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第 23 号 平成 26 年度玉城町介護保険特別会計補正予算（第３号）につい

て、採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第 24 号 平成 26 年度玉城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について、採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 
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本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第 25 号 平成 26 年度玉城町病院事業会計補正予算（第３号）について、

採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに 賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第 26 号 平成 26 年度玉城町水道事業会計補正予算（第３号）について、

採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第27号 平成26年度玉城町介護老人保健施設事業会計補正予算（第３号）

について、採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第28号 平成26年度玉城町下水道事業会計補正予算（第３号）について、

採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 
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よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、日程第29 議案第29号 平成27年度玉城町一般会計予算ないし日程第39 議

案第39号 平成27年度玉城町下水道事業会計予算を一括議題と致します。只今一括議

題となりました各議案についても、それぞれ予算決算常任委員会に付託され、審査が終

了し、委員会審査報告書が提出されております、これより予算決算常任委員長の報告を

求めます。予算決算常任委員会委員長 山本静一君 

 

○予算決算常任委員会委員長（山本 静一）議長より予算決算常任委員会審査の報告を求

められましたので、只今、議題となっております各議案の審査結果をご報告いたします。 

  ３月12日の本会議において、本委員会に付託されました、議案第29号 平成27年度 玉

城町一般会計予算ないし、議案第39号 平成27年度玉城町下水道事業会計予算11件に

ついての委員会審査を、３月16日及び17日、第１会議室において、各会計の補正予算

の審査終了後、実施いたしました。その審査内容は会議録をご高覧いただくこととし、

各議案につきまして審査結果の報告をいたします。 

 

  まず、議案第29号につきましては、質疑、討論を終了し、採決の結果、挙手多数で、

原案のとおり可決いたしました。 

 

次に、議案第30号につきましては、質疑、討論を終了し、採決の結果、挙手多数で、

原案のとおり可決いたしました。 

 

次に、議案第31号につきましては、質疑、討論はなく、採決の結果、挙手全員で、原

案のとおり可決いたしました。 

 

次に、議案第32号につきましては、質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、挙手全

員で、原案のとおり可決いたしました。 

 

次に、議案第33号につきましては、質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、挙手全

員で、原案のとおり可決いたしました。 

 

次に、議案第34号につきましては、質疑、討論はなく、採決の結果、挙手全員で、原

案のとおり可決いたしました。 

 

次に、議案第35号につきましては、質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、挙手全

員で、原案のとおり可決いたしました。 
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次に、議案第36号、議案第37号につきましては、いずれも、質疑、討論はなく、採

決の結果、挙手全員で、原案のとおり可決いたしました。 

  

次に、議案第38号につきましては、質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、挙手全

員で、原案のとおり可決いたしました。  

 

次に、議案第39号につきましては、質疑、討論はなく、採決の結果、挙手全員で、原

案のとおり可決いたしました。 

以上、予算決算常任委員会に付託されました議案の審査結果報告といたします。 

○議長（風口  尚）以上で、予算決算常任委員長の報告は終わりました。 

お諮り致します。 

予算決算常任委員長の報告に対する質疑は省略いたしたいと思いますがこれにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって予算決算常任委員長の報告に対する質疑を省略いたします。 

  これより議案ごとに討論・採決を行います。 

 

まず、議案第29号 平成27年度玉城町一般会計予算について、討論の通告書が提出

されておりますので、これより討論を行います。 

１番 中西友子さんの反対討論の発言を許します。１番 中西友子さん 

○１番（中西 友子）議案第29号 平成27年度玉城町一般会計予算について反対討論を

いたします。 

社会保障税番号制度についてですが、今年、10 月にカード配付、28 年１月施行とな

りますが、今回金融機関、病歴等も加えられ、税の徴収強化の懸念、社会保障給付削減

の手段とされかねない。また、行政側の進行状況がいまいち、つかめていない等、来年

１月には試行というのに危険性があることへの改善がみられないため、この制度をこの

まま進めていくのに反対なので、反対とさせていただきます。 

○議長（風口  尚）以上で、通告者の討論は終わりました。 

これより、本案を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。 
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よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第 30 号 平成 27 年度玉城町国民健康保険特別会予算について、討論の通

告書が提出されておりますので、これより討論を行います。 

 

１番 中西友子さんの反対討論の発言を許します。１番 中西友子さん 

○１番（中西 友子）議案第30号 平成27年度玉城町国民健康保険特別会計予算につい

て反対討論をいたします。国保の財政悪化と国保料高騰を招いている現況は、国の予算

削減です。1984 年当時の自民党政府は医療費の 45％とされていた国保への定率国庫負

担を38.5％に引き下げる改悪を強行し、その後も国保の事務費や保険料軽減措置などへ

の国庫負担を縮小廃止してきました。その結果、国保の総会計に占める国庫支出の割合

は1984年度の50％から24.1％、2008年度に半減しています。こうした国庫負担の削減

が自営業者や農家の経営難とともに低賃金の非正規労働者や失業者、年金生活者などの

無職者が国保加入者の７割以上になるなど、加入者の所得低下と一体に進んだことが事

態を一層深刻にしています。20 年前は 240 万円だった国保加入世帯の平均所得は 2009

年度には158万円にまで落ち込んでいます。その同じ次期に一人当りの国保料は６万円

から９万円へと跳ね上がりました。これでは、滞納が増えるも当然です。今や、国保は

財政難、保険料高騰、滞納増という悪循環を抜け出せなくなっています。低所得者が多

く加入し、保険料に事業主負担もない国保は適切な国庫負担なしにはなりたたない。こ

れは政府も認めた国保財政の原則です。国保の国庫負担増を政府に求める市町村議会や

首長の意見書は2010年の一年間だけで150件を超え、その多くが1984年の解約前の水

準に戻すことを要求しています。全国知事会、全国市長会などの地方６団体も 2010 年

12月、国庫負担の増額を求める連盟の決議を採択しています。この道しか、国保問題の

解決はありえません。市町村国庫負担を計画的に 1984 年解約前の水準に戻す改革を進

め、所得に応じた保険料に改めることで滞納もなく、持続可能な国保財政の道を開きま

す。国民健康保険は社会保障及び国民保険の向上を目的とし国民に医療を補償する制度

です。その制度が国民生活苦に追い討ちをかけ、人権や命を脅びやかすことなどあって

はなりません。今後も法定外繰入による国保料の高騰に歯止めをかけていただくよう求

めて反対討論とします。 

○議長（風口  尚）以上で、通告者の討論は終わりました。 

これより、本案を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 
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次に、議案第 31 号 平成 27 年度 玉城町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につ

いて、採決いたします。 

本案に対する委員長報告は原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第 32 号 平成 27 年度玉城町山村振興事業特別会計予算について、採決い

たします。 

  本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第 33 号 平成 27 年度玉城町農業集落排水事業特別会計予算について、採

決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第 34 号 平成 27 年度玉城町介護保険特別会計予算について、採決いたし

ます。 

  本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

  次に、議案第35号 平成27年度玉城町後期高齢者医療特別会計予算について採決いた

します。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 
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本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第36号 平成27年度 玉城町病院事業会計予算について採決いたします。 

  

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第37号 平成27年度 玉城町水道事業会計予算について採決いたします。 

  本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

次に、議案第 38 号 平成 27 年度玉城町介護老人保健施設事業会計予算について採決

いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 

 

    

次に、議案第39号 平成27年度 玉城町下水道事業会計予算について採決いたします。 

本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

本案は 委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 
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これより、追加議案の審議に入ります。 

日程第40 発議第１号 玉城町議会委員会条例の一部改正についてを議題といたし

ます。提出者 山口和宏君より趣旨説明を求めます。６番 山口和宏君 

○６番（山口 和宏）只今、議題となりました発議第１号 玉城町議会委員会条例の一部

改正についての趣旨説明を申し上げます。 

   今回の条例改正につきましては、玉城町行政組織条例の一部改正及び地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の一部改正と併せ、地方自治法第121条 長および委員長等の

出席義務が改正されたことから、玉城町議会委員会条例の一部を改正するものでござい

ます。改正内容につきまして、条例第１項１号中 総務産業常任委員会の所管に総合戦

略課の所管に属する事項を加えます。また、第18条中「教育委員会の委員長」を「教

育委員会の教育長」と改めます。なお、本条例改正案の施行期日は平成27年４月１日

となっておりますが、経過措置として地方教育行政の組織および運営に関する法律の一

部を改正する法律の施行の際、現に在職する教育長はその教育委員会の委員としての任

期中にかぎり、なお、従前の例により在職することといたします。以上簡単ではござい

ますが、提案説明とさせていただきます。なお、補足資料といたしまして、条例新旧対

照表を配付してございますので、議員各位にはご理解いただき、ご賛同を求めるもので

あります。 

宜しくお願いいたします。 

○議長（風口  尚）趣旨説明は終わりました。 

お諮りします。 

本案に対する質疑、討論を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、質疑、討論は省略することに決しました。 

これより、本案を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第41発議第２号 閉会中の継続審査の申し出についてを議題といたします。 

議会運営委員会委員長から、委員会において審査する事件につき、会議規則第 75 条の

規定により、閉会中の継続審査の申し出があります。 

お諮りいたします。 

  委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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ご異議なしと認めます。 

よって委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに決しました。 

   

以上で、今期定例会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。 

これを以って、平成27年 第１回 玉城町議会定例会を閉会いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって今期定例会は本日をもって閉会することに決しました。 

 これにて平成27年 第１回 玉城町議会定例会を閉会いたします。 

 閉会にあたり、町長、挨拶を願います。町長 辻村 修一君 

 

閉会の挨拶 

○町長（辻村 修一）閉会にあたりましてお礼の挨拶を申し上げます。年度末、年度初め

という今期の定例会、大変多くの提案の中で慎重にご審議を賜りまして、すべての議案

につきましてご承認いただきましたこと、厚くお礼を申し上げる次第であります。ご承

知のように、特にこの４月からはじまります平成 27 年度は国の地方創生に係る、この

総合戦略の策定、或いは玉城町の後期基本計画の策定ということで、町の将来を見据え

ての重要な取組みをしていかねばならない年を迎えておるわけであります。また、もう

１つは町制施行 60 年を迎えた年でございまして、更に玉城町の魅力を発信していく、

そして一層少子高齢化の厳しい時代でありますけど、若い方々が玉城町へお越しいただ

いて、定住自立を促進していく、そういうことにも力を入れていく必要があると思って

います。議会はじめ、町民のみなさん方のご意見ご要望を賜りながら、町づくりにまい

進をしてまいる所存でございますので、一層のご支援をいただきますようお願いを申し

上げまして、お礼の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（風口  尚）閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。今期定例会は去る

10日から本日まで11日間に亘りまして、熱心にご審議を賜りまして、平成27年度の予

算の成立を見ましたことを厚く御礼申し上げます。また、議事進行につきましても、ご

協力いただきましたことを重ねてお礼を申し上げる次第でございます。 

  理事者におかれましては、平成27年度の予算をはじめ、他の議案につきましても、そ

の執行につきましては、適切な運用をいただき、町政発展にご努力を願うことをお願い

したいと思います。 

  大変、暖かくなってまいりましたけれど、来週はまた、寒いというようなことも聞い

ております。くれぐれもご自愛くださいまして、更なる町政発展のためにご尽力賜りま

すことをお願い申し上げまして閉会の挨拶といたします。ご苦労さまでした。 

（午前10時09分 散会） 


